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○議長（小林哲雄） 

 再開いたします。 

午後１時３０分 

○議長（小林哲雄） 

午前中の下水道事業特別会計での答弁漏れがございます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

先ほど下水道事業特別会計補正予算の中で、鈴木議員からご質問がありました公債費

の償還利子の当初と変更ということです。当初見込んでいました利子が２．３％ありま

す。実際は、平成２５年決算書のほうの３７４ページのほうに記載がありますけれども、

地方公共団体金融機構借り入れ分が１．４％、さがみ信用金庫の借り入れ分が０．９６％

です。 

○議長（小林哲雄） 

 次に進みます。 

日程第８ 議案第２３号 平成２６年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

平成２６年度開成町水道事業会計補正予算、第２号補正です。 

１ページをお開きください。 

議案第２３号 平成２６年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）。 

総則。 

第１条、平成２６年度開成町の水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

収益的収入及び支出。 

第２条、平成２６年度開成町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収入。 

科目、第１款、水道事業収益、既決額２億３，８３９万１，０００円、補正予定額１

５０万１，０００円の減、合計２億３，６８９万円。 

第１項、営業収益、既決額２億１，７４７万２，０００円、補正予定額１５０万１，

０００円の減、合計２億１，５９７万１，０００円。 

支出。 

科目、第１１款水道事業費用、既決額２億３，８３９万１，０００円、補正予定額１

５０万１，０００円の減、合計２億３，６８９万円。第１項、営業費用、既決額１億６，

９１６万４，０００円、補正予定額２５万円の減、合計１億６，８９１万４，０００円。

第２項、営業外費用、既決額３，２３１万４，０００円、補正予定額３００万円の増、
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合計３，５３１万４，０００円。第３項、予備費、既決額３，４９６万２，０００円、

補正予定額４２５万１，０００円の減、合計３，０７１万１，０００円。 

資本的収入及び支出。 

第３条、 

予算第４条本文括弧書中「不足する額１億１，０２４万６，０００円は、過年度分損

益勘定留保資金１億４０９万８，０００円、当年度分資本的収支調整額６１４万８，０

００円」を「不足する額１億６８３万円は、過年度分損益勘定留保資金１億１６６万円、

当年度分資本的収支調整額５１７万円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 

収入。 

科目、第２款資本的収入、既決額６，０３３万円、補正予定額８５９万円の減、合計

５，１７４万円。第１項、分担金、既決額３２３万円、補正予定額１９２万円の減、合

計１３１万円。第２項、負担金、既決額２３０万円、補正予定額１３万円の増、合計２

４３万円。第３項、企業債、既決額３，９８０万円、補正予定額６８０万円の減、合計

３，３００万円。 

次の２ページをお開きください。 

支出。 

科目、第１２款資本的支出、既決額１億７，０５７万６，０００円、補正予定額１，

２００万６，０００円の減、合計１億５，８５７万円。第１項、建設改良費、既決額１，

９３０万円、補正予定額８０万３，０００円の減、合計１，８４９万７，０００円。第

２項、増設改良費、既決額８，３１５万１，０００円、補正予定額１，１２０万３，０

００円の減、合計７，１９４万８，０００円。 

企業債。 

第４条、予算第５条の企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次

のとおり補正する。 

起債の目的、配水施設整備事業、限度額、補正前３，９８０万円、補正後３，３００

万円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

平成２７年３月３日提出、開成町長、府川裕一。 

今回の補正理由ですが、収益的収入は下水道料金手数料の減額と工事の減額に伴いま

す国に納める消費税分の増額でございます。資本的収入につきましては、拡張工事の工

事費負担金及び配水施設整備工事費の入札差金による企業債の減額でございます。資本

的支出でございますが、建設改良事業での配水管布設工事等の入札差金による減額でご

ざいます。 

９ページをお願いいたします。 

明細書でご説明を申し上げます。 

収益的収入及び支出の収益的収入です。 

１款水道事業収益、１項営業収益、２目その他営業収益１５０万１，０００円の減は、

下水道料金徴収の手数料で算定根拠となっています職員の数が３名から２名に減じたこ
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とによって下水道徴収委託料が減額となるためです。 

収益的支出です。 

１１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水浄水配水及び給水費と３目総係費は、

平成２７年度の人件費が示されたことにより賞与引当金繰入額の増額と減額でございま

す。 

２項、営業外費用、２目消費税の３００万円の増は、資本的支出の拡張工事、配水工

事の減額により工事で支払うべき消費税が減じたことにより、国に納めるべき消費税が

増額となったものでございます。 

３項予備費、１目予備費の４２５万１，０００円の減は、歳入歳出の調整によるもの

でございます。 

次の１０ページをお開きください。 

資本的収入及び支出の資本的収入です。 

２款資本的収入、１項分担金、１目配水管布設分担金１９２万円の減は、２カ所の下

水道管工事に伴う水道管布設がえ工事の入札差金による減額でございます。  

２項負担金、１目他会計負担金の１３万円の増は、消火栓、消火栓ボックス新設工事

の工事費の確定による増額でございます。 

５項企業債、１目企業債の６８０万円の減は、起債対象工事費の執行減による減額で

ございます。 

続きまして、資本的支出でございます。 

１２款資本的支出、１項建設改良費、１目拡張工事費の８０万３，０００円の減は、

５カ所の配水管布設工事に伴います入札差金による減額でございます。 

２項増設改良費、１目配水設備工事費の委託料７９５万８，０００円の減は、主に高

台第一浄水場ポンプ井実施設計委託の入札差金による減額でございます。工事請負費３

２４万５，０００円の減は、下水道工事に伴います布設がえ工事の入札差金による減額

でございます。 

恐れ入りますが、７ページにお戻りください。 

平成２６年度開成町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。  

今回の補正に伴います補正第１号からのキャッシュ・フロー計算書の変更点でござい

ます。 

まず初めに、１の営業活動によるキャッシュ・フローの（１）当年度純利益が、収益

的収入の減額と支出の減額によりまして１２５万１，０００円の減の２，５２２万９８

８円となります。次に、５段目下のロの引当金の増減額の（イ）賞与引当金の増加額・

減少額が、収益的支出の営業費用で賞与引当金繰入金が減額されており、２５万円減の

１３８万５，０００円となっております。二つの合計が１５０万１，０００円の減とな

っております。１１段目下の小計のところをご覧ください。今までの小計では１億４，

２０６万２，９２７円となっており、さらに、その２段下の営業活動から得た現金預金

（純額）につきましては１億１，５１０万５，９２７円となっており、当初に比べまし

て１５０万１，０００円減額されております。 
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次に、２の投資活動によるキャッシュ・フローでは、（１）の固定資産の取得による

支出（建設改良費）が資本的支出の減額分１，２００万６，０００円の税抜き分１，１

１１万６，６７０円分が増額され、マイナス８，４９９万８，１８５円となっておりま

す。次に、その１段下の（２）の上記（１）実施に係る負担金収入が収益収入の分担金、

負担金の増減額１７９万円の税抜き分１６５万７，４０９円が減額されており、３４６

万２，９６２円となっております。二つの合計が９４５万９，２６１円の増額となり、

７段下の投資活動から得た現金預金（純額）のところの合計で８，１５３万５，２２３

円となっております。 

次に、３番目の財務活動によるキャッシュ・フローです。（１）の企業債の発行は、

補正額６８０万減額により補正前の３，９８０万円から３，３００万円となっておりま

す。２段下の財務活動から得た現金預金（純額）は、合計で６８０万円減額のマイナス

３，２１２万５，０００円となっております。 

４番の現金預金及び現金等価物増加額・減少額は、１番目の営業活動によるキャッシ

ュ・フロー、２番目の投資活動によるキャッシュ・フロー、３番目の財務活動によるキ

ャッシュ・フローの合計で１４４万５，７０４円となり、６の現金預金及び現金等価物

期末残高は４億７，４９６万６，５９８円となります。 

次の８ページの給与明細は、一般会計に準じておりますので説明は省かせていただき

ます。 

説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑をどうぞ。 

２番、高橋久志議員。 

○２番（高橋久志） 

２番、高橋です。確認を含めて質問させていただきたいと思いますが、９ページの消

費税の関係で伺います。補正額３００万、この内訳の話、拡張工事云々といろいろござ

いまして、この拡張工事については６ページの資本的支出、これは補正額８０万３，０

００円の減額をしていると。拡張工事における工事が確定して、それらに見合った消費

税を納めていくという形が一般的な通例だと思うのですが、申しわけございませんけれ

ども、もう少し、この内容について説明をお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

ご質問にお答えします。 

まず、消費税ですけれども、上下水道使用料に伴いまして町が徴収する消費税につい

ては、国のほうへ消費税分を納めるという形になっております。それで、工事に伴いま

す消費税というのは、町が企業へ消費税分を払うという形になっていますので、納める

べき金額というのは変わらないのですけれども、企業に払うべき消費税というものが減
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ってきてしまっているものですから、その差し引きの中で国に納めるべき消費税という

部分が上がってきているということです。 

○議長（小林哲雄） 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

ないようですので、続いて討論を行います。 

討論のある方、いらっしゃいますか。 

（「なし」という者多数） 

○議長（小林哲雄） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第２３号 平成２６年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）について、原案

に賛成の方の起立を求めます。 

 （起 立 全 員） 

○議長（小林哲雄） 

 お座りください。起立全員によって可決いたしました。 

 


